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６号 永平寺町議会だより　(2)

　平成19年第１回定例会は３月５日から20日までの16日間、開催され、慎重かつ十分な審議を行いまし
た。国の「新分権改革」により国と地方の役割分担や税源移譲、交付税制度の改革が進められる中、行
財政の効率化が求められています。合併２年目にあたる年度当初予算の慎重審議のため、予算特別委員
会を設置しました。�
　審議された内容は、平成19年度当初予算、平成18年度補正予算など次の通りです。�
　また、教育委員会委員に永平寺町志比在住の奥河原往代氏が任命同意されました。�

議長　上田　　誠�

委員長　伊藤　博夫�

　３月定例議会におきまして､平成18年度補正予
算及び､19年度の一般会計予算や特別会計予算､企
業会計予算が提案されました。平成19年度一般会
計予算では前年度の６月補正後の肉付け予算に比
べて２.２％減の80億03,465千円が計上され､これ
に見合う歳入予算は､町税が19％増の19億76,487
千円を見込み､地方交付税は､2.2減の33億９千万
円とし､不足分は財政調整基金を取り崩すことに
なっています。�
　また、平成18年度３月補正予算総額は86億
73,837千円が提示されました。更に実質公債比率
をみますと平成17年度は17.３％で平成18年度は
起債に県の許可が必要とする18％を超える状況と
なることから､健全財政の維持のため平成18年度
３月補正で繰上げ償還を行います。その他､特別
会計予算や企業会計予算について活発な質疑がな
され､いずれも原案どおり可決いたしました。�

　また､松本町長の所信表明についての内容や施策､
そして重要課題であります道路網の整備､老朽化
している松岡小の体育館の建設基本計画の策定や、
上志比地区で掘削いたしました温泉の活用を探る
調査研究について､各委員が説明を求め議論を交
わしました。�

平成18年度補正予算案　6件� 可　　決�
平成19年度永平寺町一般会計予算案　他特別会計予算案　７件� 可　　決�
平成19年度企業会計予算案　１件� 可　　決�
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う永平寺町関係条例の整備に関する条例の制定� 可　　決�
永平寺町副町長定数条例の制定� 可　　決�
永平寺町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定� 可　　決�
永平寺町営駐車場条例の制定� 可　　決�
永平寺町浄法寺山青少年旅行村条例の制定� 可　　決�
永平寺町吉峰寺キャンプ場条例の制定� 可　　決�
永平寺緑の村運動広場条例の一部を改正する条例の制定� 可　　決�
永平寺町民体育館使用条例の一部を改正する条例の制定� 可　　決�
永平寺町松岡Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する条例の制定� 可　　決�
永平寺町松岡庭球場条例の一部を改正する条例の制定� 可　　決�
永平寺町河川公園条例の一部を改正する条例の制定� 可　　決�
永平寺町松岡総合運動公園条例の一部を改正する条例の制定� 可　　決�
永平寺緑の村ふれあいセンター条例の一部を改正する条例の制定� 可　　決�
永平寺町上志比グラウンド条例の一部を改正する条例の制定� 可　　決�
永平寺町上志比人希の里公園条例の一部を改正する条例の制定� 可　　決�
永平寺町農村公園条例の一部を改正する条例の制定� 可　　決�
福井県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合規約の変更� 可　　決�
福井坂井地区広域市町村圈事務組合規約の変更� 可　　決�
こしの国広域事務組合規約の変更� 可　　決�
勝山･上志比衛生管理組合規約の変更� 可　　決�
永平寺町教育委員会委員の任命同意� 同　　意�
平成18年度永平寺町一般会計補正予算の承認� 承　　認�
永平寺町議会委員会条例の一部を改正する条側の制定� 可　　決�
永平寺町議会会議規則の一部を改正する規則の制定� 可　　決�



(3)　永平寺町議会だより ６号

�� 平成19年度当初予算� 伸び率�
一般会計�� 8,003,465� ▼2.2％�
特別会計�� 6,510,019� 1.1％�
� 国民健康保険事業� 1,598,259� 8.3％�
� 老 人 保 健 事 業� 2,319,857� ▼4.2％�
� 介　護　保　険� 1,344,131� 5.7％�
� 簡 易 水 道 事 業� 187,915� ▼5.0％�
� 下 水 道 事 業� 724,681� ▼2.5％�
� 農業集落排水事業� 234,123� 10.6％�
� 土 地 開 発 事 業� 101,053� ▼15.3％�
企業会計� 上 水 道 事 業� 358,275� ▼8.6％�
合　　計�� 14,871,759� ▼0.9％�

★平成19年度当初予算★� 単位:千円�
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委
員
長
　
滝
波
　
登
喜
男�

�

　
三
月
二
十
日
、
永
平
寺
町
行
政
改
革
推
進
委
員
会
が
「
永
平
寺
町
行
政
改
革
大
綱
」
に

つ
い
て
答
申
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
四
月
四
日
に
委
員
会
を
開
催
し
、
行
政
改
革
大
綱
及
び

実
施
計
画
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
ま
し
た
。�

　
ま
ず
、
本
町
の
厳
し
い
財
政
状
況
と
総
務
省
よ
り
示
さ
れ
た
行
政
改
革
の
新
た
な
指
針

を
踏
ま
え
、
行
政
が
「
永
平
寺
町
行
政
改
革
大
綱
（
案
）
」
を
作
成
し
ま
し
た
。
こ
の
（
案
）

は
、
行
政
改
革
推
進
委
員
会
で
四
回
に
渡
り
意
見
、
提
案
を
い
た
だ
き
、
ま
た
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
も
実
施
し
な
が
ら
策
定
を
進
め
て
き
ま
し
た
。�

　
そ
の
内
容
は
、
住
民
の
視
点
に
立
っ
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
最
小
の
経
費
で
効
率
的
に
実

現
す
る
た
め
、
次
の
五
つ
の
基
本
方
針
を
掲
げ
て
い
ま
す
。�

　
一
、
効
率
的
な
行
政
運
営
の
確
立�

　
二
、
自
主
性
、
自
律
性
の
高
い
財
政
運
営
の
確
立�

　
三
、
人
材
育
成
の
推
進�

　
四
、
電
子
自
治
体
の
推
進�

　
五
、
公
正
の
確
保
と
透
明
性
の
向
上�

�

　
今
後
の
推
進
方
法
と
し
て
、
大
綱
に
基
づ
き
そ
の
目
標
を
明
確
に
す
る
た
め
、
取
り
組

み
事
項
に
係
る
詳
細
計
画
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
を
明
ら
か
に
す
る
実
施
計
画
を
作
成
す
る

と
と
も
に
、
各
課
に
行
政
改
革
推
進
担
当
を
置
き
、
毎
年
度
そ
の
実
施
状
況
を
検
証
し
、

行
政
改
革
の
推
進
を
図
り
ま
す
。�

　
委
員
か
ら
は
、
①
幼
児
園
の
民
営
化
は
実
施
す
る
の
か
。
②
行
政
が
作
っ
た
原
案
だ
か

ら
、
行
政
に
都
合
の
よ
い
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
か
。
③
推
進
担
当
者
会
議
で
の
課
題
の

設
定
や
実
施
状
況
の
報
告
な
ど
逐
次
報
告
し
て
ほ
し
い
。
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
回
答
と
し
て
、
①
民
営
化
は
政
策
的
な
課
題
で
あ
る
の
で
、
研
究
し
て
い
く
と
い
う

こ
と
で
す
。
②
職
員
数
八
・
一
％
削
減
や
経
常
経
費
十
％
削
減
な
ど
、
厳
し
い
数
値
目
標

を
示
し
て
い
ま
す
。
③
行
革
は
町
民
の
理
解
な
く
て
は
行
え
ま
せ
ん
。
透
明
性
が
重
要
で

す
か
ら
当
然
公
表
し
ま
す
。�

　
当
委
員
会
で
は
、
今
後
厳
し
い
財
政
状
況
を
十
分
認
識
し
、
具
体
的
な
実
施
計
画
に
つ

い
て
の
審
議
及
び
議
会
自
ら
の
行
革
に
つ
い
て
論
議
し
て
い
く
こ
と
で
会
議
を
終
了
し
ま

し
た
。�
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委
員
長
　
渡
辺
　
善
春�

　
平
成
十
九
年
三
月
十
五
日
午
後
一
時
三
十
分

か
ら
全
委
員
出
席
の
も
と
、
総
務
常
任
委
員
会

を
開
催
し
た
。
審
議
し
た
内
容
と
そ
の
結
果
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。�

�

１
　
議
案
第
16
号�

　
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
永
平
寺
町
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
…
原
案
の
と
お
り
可

決
し
た�

２
　
議
案
第
17
号�

　
永
平
寺
町
副
町
長
定
数
条
例
の
制
定
に
つ
い
て�

　
　
　
　
　
　
…
…
原
案
の
と
お
り
可
決
し
た�

３
　
議
案
第
18
号�

　
永
平
寺
町
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
給
与
（
手
当
）
の
支
給
を
定
率
か
ら
定
額
へ

の
変
更
に
よ
り
減
額
を
図
っ
た
。�

　
　
　
　
　
　
…
…
原
案
の
と
お
り
可
決
し
た�

４
　
議
案
第
32
号�

　
福
井
県
市
町
総
合
事
務
組
合
を
組
織
す
る
地

方
公
共
団
体
の
数
の
増
加
及
び
同
組
合
規
約
の

変
更
に
つ
い
て
　
…
原
案
の
と
お
り
可
決
し
た�

５
　
議
案
第
33
号�

福
井
坂
井
地
区
広
域
市
町
村
圈
事
務
組
合
規
約

の
変
更
に
つ
い
て�

　
　
　
　
　
　
…
…
原
案
の
と
お
り
可
決
し
た�

６
　
議
案
第
36
号�

　
永
平
寺
町
教
育�

委
員
会
委
員
の
任�

命
同
意
に
つ
い
て�

具
体
的
氏
名
を
速�

や
か
に
示
す
こ
と�

を
求
め
、
議
案
提�

出
を
認
め
た
。�

総
務
常
任
委
員
会�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
元
　
直
栄�

　
今
、三
月
定
例
議
会
に
提
案
さ
れ
た
案
件
は
、一
、町
内
各
種
文
教
施
設
の
使

用
料
金
の
改
定
。二
、勝
山
・
上
志
比
衛
生
管
理
組
合
規
程
の
変
更
で
し
た
。�

▼
文
教
施
設
使
用
料
の
改
定�

　
第
一
の
料
金
改
定
の
施
設
は
、○
緑
の
村
運
動
広
場
○
町
民
体
育
館
○
松
岡

海
洋
セ
ン
タ
ー
○
松
岡
庭
球
場
○
河
川
公
園
○
松
岡
総
合
運
動
公
園
○
緑
の

村
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
○
上
志
比
グ
ラ
ン
ド
○
上
志
比
人
希
の
里
公
園
○
永
平

寺
町
農
村
公
園
で
す
。�

　
今
回
示
さ
れ
た
改
定
案
を
ま
と
め
る
と
、①
各
地
区
で
バ
ラ
バ
ラ
だ
っ
た
料
金

の
統
一
。②
町
内
、町
外
者
の
使
用
料
金
の
差
を
一・
五
倍
と
統
一
。③
学
校
施
設
の

開
放
と
し
て
、旧
永
平
寺
地
区
で
料
金
徴
収
し
て
い
た
も
の
を
廃
止
し
、全
校

無
料
化
す
る
。④
松
小
、志
比
小
学
校
体
育
館
を
社
会
体
育
施
設
か
ら
削
り
、

学
校
施
設
と
す
る
。⑤
上
志
比
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
ナ
イ
タ
ー
使
用
料
の
引
き
下
げ
。

⑥
中
学
生
以
下
の
利
用
は
無
料
と
す
る
。
等
各
施
設
の
改
定
条
例
案
と
と
も

に
利
用
時
の
新
・
旧
試
算
表
も
示
し
、変
更
内
容
案
を
審
議
し
た
。�

　
以
上
各
施
設
の
料
金
改
定
問
題
は
使
用
料
金
の
値
上
げ
目
白
押
し
案
が
示

さ
れ
、合
併
協
議
会
で
事
務
局
案
が
否
決
さ
れ
た
経
過
か
ら
注
目
さ
れ
た
が
、

全
体
と
し
て
は
原
則
値
上
げ
で
は
な
く
、よ
り
利
用
し
や
す
く
な
る
と
の
説
明

を
受
け
た
。�

　
委
員
会
で
出
さ
れ
た
意
見
は
、○
全
体
の
料
金
徴
収
は
ど
う
な
る
の
か
。
○

使
用
料
の
例
外
、減
免
規
定
の
整
備
。○
施
設
予
約
は
町
内
利
用
者
優
先
が
可

能
か
。
○
上
志
比
に
あ
っ
て
も
永
平
寺
町
農
村
公
園
と
は
名
称
を
考
え
て
。
○

町
内
外
利
用
料
の
差
、一・
五
倍
は
他
の
自
治
体
と
比
べ
て
ど
う
か
。な
ど
の
意
見

が
出
さ
れ
、こ
れ
ら
条
例
の
改
定
は
、全
員
一
致
で
同
意
さ
れ
た
。�

▼
町
内
く
み
取
り
し
尿
処
理
の
今
後�

　
第
二
、勝
山
、上
志
比
衛
生
組
合
規
程
の
変
更
に
つ
い
て
は
、十
二
月
定
例
議

会
前
に
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、処
理
は
、旧
松
岡
、永
平
寺
が
坂
井
郡
の
組

合
に
処
理
委
託
し
て
い
た
も
の
を
、合
併
を
機
に
永
平
寺
町
と
し
て
勝
山
と
の

衛
生
管
理
組
合
に
加
入
す
る
こ
と
に
伴
う
も
の
で
、変
更
点
は
、①
名
称
の
変

更
。②
組
合
経
費
の
負
担
割
合
の
変
更
を
求
め
た
も
の
で
、本
町
に
と
っ
て
も
将

来
的
に
利
益
が
あ
る
こ
と
か
ら
全
員
一
致
で
変
更
認
め
た
。�

▼
永
平
寺
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
事
務
室
が
有
人
に�

　
そ
の
他
で
、生
涯
学
習
課
よ
り
永
平
寺
支
所
の
生
涯
学
習
課
を
、ふ
れ
あ
い
セ

ン
タ
ー
事
務
室
に
、施
設
の
維
持
管
理
や
サ
ー
ビ
ス
の
点
か
ら
も
、移
転
す
る
こ

と
に
な
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。�

�

　
そ
の
他
で
委
員
よ
り
出
さ
れ
た
意
見
は
、イ
、通
学
路
の
草
木
の
管
理
は
町
の

責
任
で
。ロ
、資
源
ご
み
の
回
収
日
と
祭
日
と
の
関
係
。ハ
、幼
稚
園
や
学
校
の
ト

イ
レ
は
、生
活
実
態
に
合
っ
た
も
の
に
。ニ
、学
校
の
職
員
用
ト
イ
レ
を
男
女
別
別

に
す
べ
き
。ハ
、放
課
後
子
供
対
策
、学
校
の
空
き
教
室
の
利
用
と
い
う
が
、本
当

に
空
き
教
室
は
な
い
の
か
。ヘ
、社
協
へ
の
補
助
金
と
交
付
要
綱
の
問
題
。ホ
、保

育
士
の
保
育
児
へ
の
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
対
応
が
見
ら
れ
る
。チ
、児
童
ク
ラ
ブ
の
状

況
と
施
設
の
収
容
能
力
。リ
、学
校
、幼
稚
園
の
調
理
員
、米
飯
給
食
の
実
施
で

目
い
っ
ぱ
い
。人
員
の
補
充
体
制
。せ
め
て
休
み
ぐ
ら
い
は
取
れ
る
よ
う
に
な
ど
で

し
た
。� 教

育
民
生
常
任
委
員
会�

産
業
建
設
常
任
委
員
会�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
南
保
　
秀
樹�

　
平
成
十
九
年
三
月
十
九
日
　
午
後
一
時
三
十
分
よ
り
全

員
出
席
の
も
と
開
催
し
ま
し
た
。�

協
議
事
項�

一
、
議
案
に
つ
い
て�

　
議
案
19
号
　
永
平
寺
町
営
駐
車
場
条
例
の
制
定
に
つ
い
て�

　
議
案
20
号
　
永
平
寺
町
浄
法
寺
山
青
少
年
旅
行
村
条
例

　
　
　
　
　
　
の
制
定
に
つ
い
て�

　
議
案
21
号
　
永
平
寺
町
吉
峰
寺
キ
ャ
ン
プ
場
条
例
の
制

　
　
　
　
　
　
定
に
つ
い
て�

　
議
案
34
号
　
こ
し
の
国
広
域
事
務
組
合
規
約
の
変
更
に

　
　
　
　
　
　
つ
い
て�

　
以
上
四
案
に
つ
い
て
は
原
案
ど
う
り
承
認
す
る
。�

二
、
陳
情
　
請
願
に
つ
い
て�

　
国
民
に
安
全
、
安
心
の
農
産
物
を
供
給
す
る
た
め
の
施

策
の
実
施
を
求
め
る
陳
情
書
に
付
い
て�

�

…
…
…
…
議
長
預
か
り
と
す
る
。�

三
、
そ
の
他�

　
永
平
寺
跡
線
利
用
・
河
内
川
・
河
内
川
の
改
修
・
え
ち

鉄
踏
切
り
の
拡
幅
九
頭
竜
川
河
川
美
化
に
つ
い
て
雑
木
の

伐
採
・
越
坂
団
地
Ａ
４
棟
・
上
水
道
簡
易
水
道
の
料
金
・

地
産
地
酒
と
学
校
給
食
・
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
二
期
三
期

エ
リ
ア
に
つ
い
て
・
各
種
団
体
補
助
の
在
り
方
・
永
平
寺

町
観
光
物
産
協
会
の
拡
大
等�

�

…
…
…
…
理
事
者
の
説
明
を
受
け
る
。�



６号 永平寺町議会だより　(6)

第
一
回
定
例
会
に
お
い
て
、
十
七

名
の
議
員
が
町
政
全
般
に
つ
い
て
、

一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。
質
疑

と
答
弁
は
次
の
と
お
り
で
す
。�

一
般
質
問
は
議
事
録
に
も
と
づ
き

質
問
議
員
が
ま
と
め
て
い
ま
す
。�

宮
　
塚
　
幹
　
雄�



(7)　永平寺町議会だより ６号

上
　
坂
　
久
　
則�

小
　
畑
　
　
　
伝�



６号 永平寺町議会だより　(8)

小
　
玉
　
益
　
雄�



(9)　永平寺町議会だより ６号

原
　
田
　
武
　
紀�



６号 永平寺町議会だより　(10)

竹
　
澤
　
一
　
敏�



(11)　永平寺町議会だより ６号

酒
　
井
　
　
　
要�



６号 永平寺町議会だより　(12)

斉
　
藤
　
則
　
男�



(13)　永平寺町議会だより ６号

松
　
川
　
正
　
樹�

･ ･



６号 永平寺町議会だより　(14)

渡
　
辺
　
善
　
春�



(15)　永平寺町議会だより ６号

河
　
合
　
永
　
充�

Private 
Finance

Initiative



６号 永平寺町議会だより　(16)

金
　
元
　
直
　
栄�



(17)　永平寺町議会だより ６号

､

南
　
保
　
秀
　
樹�



６号 永平寺町議会だより　(18)

伊
　
藤
　
博
　
夫�



(19)　永平寺町議会だより ６号

滝
　
波
　
登
喜
男�



６号 永平寺町議会だより　(20)

長
谷
川
　
茂
　
雄�

上
　
田
　
　
　
誠�



(21)　永平寺町議会だより ６号



６号 永平寺町議会だより　(22)

　
首
長
選
挙
で
は
、
マ

ニ
フ
ェ
ス
ト
が
解
禁

に
な
っ
た
と
い
う
の
に
、

今
回
も
県
議
選
で
は
、

選
挙
公
報
す
ら
出
な

か
っ
た
。
候
補
者
は
、

あ
の
手
こ
の
手
で
、

政
治
理
念
や
政
策
を
訴
え
た
の
で
あ
ろ
う

が
、
一
般
の
住
民
の
間
で
は
、
ど
ち
ら
を

選
ん
で
良
い
の
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
声

が
よ
く
聞
か
れ
た
。
や
は
り
、
知
事
選
挙

や
町
長
選
挙
な
み
の
情
報
量
が
な
い
と
、

判
断
に
困
る
と
い
う
の
が
正
直
な
所
だ
。�

　
特
に
今
回
は
合
併
に
よ
り
、
吉
田
郡
＝

永
平
寺
町
と
相
成
っ
た
。
吉
田
郡
選
出
議

員
候
補
者
は
、
今
後
の
永
平
寺
町
の
将
来

像
を
語
り
や
す
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
実
際
、

詳
し
く
書
い
た
も
の
を
読
み
た
か
っ
た
。�

　
今
後
、
県
議
選
に
関
し
て
選
挙
公
報
が

で
な
い
と
い
う
状
況
を
こ
の
ま
ま
見
過
ご

し
て
い
る
よ
う
で
は
、
何
人
に
も
地
域
を

語
り
、
創
っ
て
い
く
資
格
が
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
が
、
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。�

　
新
選
良
に
は
、
そ
の
先
頭
に
立
っ
て
頂

き
た
い
。
住
民
の
間
に
も
、
ま
だ
ま
だ
多

く
の
夢
が
あ
る
は
ず
だ
。
　
（
松
川
　
記
）�

編�集�
後�記�

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員�

�

委 

員 

長
　
小
　
畑
　
　
　
伝�

�

副
委
員
長
　
河
　
合
　
永
　
充�

�

委
　
員
　
松
　
川
　
正
　
樹�

�

〃
　
　
原
　
田
　
武
　
紀�

�

〃
　
　
金
　
元
　
直
　
栄�

�

〃
　
　
斉
　
藤
　
則
　
男�

�

〃
　
　
滝
　
波
　
登
喜
男�

�

〃
　
　
坂
　
本
　
伊
三
栄�

�

〃
　
　
上
　
田
　
　
　
誠�

　
旧
名
田
庄
村
、
医
療
、
保
健
、
福
祉
の
総
合
施
設
「
あ
っ
と

ほ
ー
む
い
き
い
き
館
」
を
視
察
し
た
。
文
字
通
り
、
名
田
庄
地

区
の
健
康
と
福
祉
の
拠
点
と
し
て
大
き
な
役
目
を
果
た
し
て
い

る
。
在
宅
ケ
ア
を
支
え
る
施
設
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ふ
れ
あ
い
、

交
流
の
場
で
あ
り
、
健
康
と
保
健
、
医
療
、
福
祉
の
連
携
に
よ

る
在
宅
ケ
ア
を
軸
に
地
域
包
括
ケ
ア
を
実
践
し
て
き
た
。
特
に

老
人
医
療
費
、
介
護
保
険
料
と
も
県
下
で
も
っ
と
も
低
い
額
で

あ
る
。�

　
館
長
の
中
村
伸
一
医
師
の
熱
弁
は
、
今
後
の
医
療
や
、
健
康

と
福
祉
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
大
変
有
意
義
で
あ
っ

た
。
当
町
も
お
お
い
に
見
習
う
必
要
が
あ
る
。�

　合併２年目に入った若狭町を視察。旧三方と上中の合併によ

り分庁方式でスタートしたが、行財政のスリム化、一体化を図

るべく、分庁方式の見直しと、課の統廃合で、管理職24ポスト

から16ポストの11課１室に統合整理を図り、人件費１億2500万

円の削減を図る。分庁方式の現状と課題や、民間に委嘱した行

政改革懇談会の運営、議会の対応、住民の対応をつぶさに学習

し、今後の永平寺町につなげたい。�

　温泉施設は、温泉スタンド式の美浜温泉給湯施設（事業費

7400万円）や若狭町のみかた温泉「きららの湯」（指定管理

者施設の運用中、事業費

４億2000万円、広場事業

１億5900万）を視察。こ

の温泉も当初は温泉スタ

ンドから始め、現在は県

下でも好評の施設となっ

ている。�

　私たち、議会議員も行政と一体となり、町の交通安全活動に
協力し、街頭指導等に活動しております。�

美浜温泉スタンド�


